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老
人
保
健
福
祉

　
　
　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　

今
年
３
月
に
市
が
実
施
し
た

「
老
人
保
健
福
祉
計
画
及
び
介
護

保
険
事
業
計
画
」
の
改
正
に
伴
う

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
報
告
書

が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査

は
、
今
後
の
介
護
保
険
や
高
齢
者

保
健
福
祉
施
策
を
進
め
る
基
礎
資

料
と
す
る
た
め
に
、
在
宅
一
般
高

齢
者
（
２
千
人
）、
介
護
認
定
者

（
約
千
人
）
等
を
対
象
に
行
い
、

有
効
回
収
率
は　

％
で
し
た
。
そ

７６

の
概
略
を
今
月
号
か
ら
３
回
に
わ

た
っ
て
掲
載
し
ま
す
。

　

初
回
は
、
高
齢
者
の
現
況
に
つ

い
て
で
す
。

▽
介
護
保
険
施
設
入
所
者
で
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
原
因
は

「
脳
卒
中
」（
約　

％
）、「
認
知
症
」

３２

（
約　

％
）、「
骨
折
転
倒
」（
約　

２７

１２

％
）
の
順
で
し
た
。

▽
今
後
の
居
住
環
境
に
つ
い
て

（
在
宅
の
高
齢
者
一
般
、在
宅
介
護

認
定
者
へ
の
問
い
）

「
手
す
り
や
ス
ロ
ー
プ
を
付
け
る

な
ど
の
改
修
を
し
て
、
現
在
の
自

宅
に
住
み
続
け
た
い
」（
約　

％
）

５０

▽
ト
イ
レ
は
一
人
で
で
き
ま
す
か

（
在
宅
介
護
認
定
者
へ
の
問
い
）

「
普
通
に
で
き
る
」（
約　

％
）、「
自

５６

分
で
す
る
と
時
間
が
か
か
る
、
ま

た
は
助
け
や
補
助
具
が
必
要
」（
約

　

％
）

２３▽
心
身
の
状
況
（
複
数
回
答
可
）

「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
、つ
ま

ず
い
て
転
び
や
す
く
な
っ
た
」、

「
外
出
が
減
っ
た
」「
物
忘
れ
が
ひ

ど
く
な
っ
た
」
な
ど
、
い
ず
れ
も

約　

％
を
超
え
て
い
ま
す
。

５０
▽
健
康
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
知
り
た
い
で
す
か
（
複
数

回
答
可
）

「
が
ん
や
高
血
圧
な
ど
の
生
活
習

慣
病
に
な
ら
な
い
た
め
の
工
夫
」

（
約　

％
）、「
認
知
症
予
防
に
つ
い

３６

て
」（
約　

％
）、「
望
ま
し
い
食

２８

生
活
に
つ
い
て
」（
約　

％
）

２４

▽
健
康
や
介
護
予
防
の
た
め
に
心

掛
け
て
い
る
こ
と
は
？
（
複
数
回

答
可
）

「
運
動
や
毎
日
の
散
歩
な
ど
で
身

体
を
動
か
す
よ
う
に
し
て
い
る
」、

「
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け
て

い
る
」、「
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事
を

心
が
け
て
い
る
」、「
な
る
べ
く
人
と

話
す
よ
う
に
し
て
い
る
」
が
、
い
ず

れ
も
約　

％
を
超
え
て
い
ま
す
。

５０

▽
自
分
の
心
掛
け
で
介
護
予
防
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
か
？
（
一
般

高
齢
者
へ
の
問
い
）

「
で
き
る
と
思
う
」（
約　

％
）、「
で

２８

き
る
と
思
う
が
難
し
い
」（
約　
４６

％
）
で
あ
り
、
約　

％
が
心
掛
け

７４

次
第
で
は
、
要
介
護
状
態
の
悪
化

を
予
防
で
き
る
と
考
え
て
い
る
よ

う
で
す
。　
　
　
　
　

（
つ
づ
く
）

■
問
い
合
わ
せ　

高
齢
福
祉
課

介
護
保
険
係
（
�
�
０
２
６
５
）

◇
日
時　

７
月　

日
�　

時
〜　

時

１０

１３

１６

◇
会
場　

神
原
ス
ポ
ー
ツ
公
園　

野
球
場

◇
講
師

※
受
講
者
は
、
高
上
川
学
童
軟
式

野
球
連
盟
加
入
チ
ー
ム
の
４
年

生
か
ら
６
年
生
よ
り
選
抜（　
８０

名
程
度
）

※
一
般
募
集
は
い
た
し
ま
せ
ん
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
見
学
は
自
由
で
す
。

※
雨
天
時
は
市
民
体
育
館
で
開
催

■
問
い
合
わ
せ　

企
画
課
企
画
係

（
�
�
０
２
０
９
）

梨田 昌孝さん
ＮＨＫ野球解説者・
元近鉄バファローズ捕手・監督
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鈴木 啓示さん
野球評論家・
元近鉄バファローズ投手・監督
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平成１７年（２００５）６月��

　終戦６０周年にあたる本年、戦没者等の遺族に対して国として改めて弔慰の
意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第８回特別弔慰金）が
支給されます。
○対象者　
　　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成１７年４月１日において、公務扶助
料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順位による先順位のご遺
族お一人　

　１　平成１７年４月１日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した人

　２　戦没者等の子　
　３　戦没者等と生計関係を有していた�父母　�孫　�祖父母　�兄弟姉妹

（平成１７年４月１日において婚姻により姓が変わっている人、または遺
族以外の人と養子縁組をしている人は除かれます）　

　４　上記３以外の�父母　�孫　�祖父母　�兄弟姉妹　
　５　上記１から４以外の三親等内の親族（戦没者等の死亡時まで引き続き

１年以上生計関係を有していた人に限られます）
○支給内容　
　額面４０万円、１０年償還の記名国債　
○請求書類等　　
　　請求には特別弔慰金請求書、現況申立書、印鑑等届出書に加え、戸（除）籍謄
本（抄本）や同一順位者がある場合、同意書の添付が必要となっています。個々
のケースによって添付書類が異なりますので、請求窓口（社会福祉課、各地域
局住民福祉課）で、ご相談の上で添付書類を整える必要があります。

　　なお、印鑑は弔慰金受け取りに使用されるものをご持参ください。
○請求期限　
　平成２０年３月３１日まで　
　※請求期限までに請求しない場合、時効により受給権が消滅しますのでご

注意下さい。　
■請求、問い合わせ
　社会福祉課（��０２６４）、各地域局住民福祉課（有漢��３２１１、成羽��３２１１、
　川上��２２００、備中��４５１２）

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の支給について

　

国
内
で
現
行
の
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
使

用
に
よ
っ
て
健
康
被
害
の
発
生
が
あ
っ
た
た

め
、
安
全
な
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
が
で
き
る
ま

で
、
接
種
の
勧
奨
を
差
し
控
え
ま
す
。
し
か

し
、
流
行
地
へ
渡
航
す
る
場
合
、
蚊
に
さ
さ

れ
や
す
い
場
合
等
、
本
人
ま
た
は
保
護
者
が

希
望
す
る
場
合
は
、
効
果
お
よ
び
副
反
応
を

説
明
し
、
同
意
を
得
た
上
で
、
現
行
の
日
本

脳
炎
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
行
う
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
医
療
機
関

に
て
、
同
意
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課
健
康
増
進
第
２

係（
�
�
０
２
６
３
）、各
地
域
局
住
民
福
祉
課
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「
高

梁
」
の
「
梁
」
は

橋
で
は
な
く
、
ど
う
し
て

こ
の
字
を
用
い
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
探
る
た
め

に
、「
高
梁
」
と
い
う
地
名

の
由
来
を
知
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
説

が
あ
り
ま
す
が
、
高
梁
市

史
に
は
『
古
く
は
高
橋
と

称
し
た
が
、
高
橋
九
郎
左

衛
門
が
備
中
守
護
と
し
て

来
た
際
、
城
主
の
姓
と
地

名
が
同
じ
で
あ
る
の
は
望

ま
し
く
な
い
と
い
う
理
由

で
松
山
と
改
め
、
そ
の
後

明
治
二
年
に
な
っ
て
、
伊

予
松
山
と
混
同
す
る
た

め
、
も
と
の
高
橋
に
も
ど

し
「
橋
」
の
字
に
雅
字
の

「
梁
」
を
当
て
て
高
梁
（
た

か
は
し
）
と
し
た
』
と
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
明
治
時

代
か
ら
「
梁
」
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

「
梁
」
の
字
は
、
柱
と

柱
を
固
く
結
び
屋
根
を

支
え
る
梁
（
は
り
）
を
意

味
し
、
高
梁
は
天
と
地
を

結
ぶ
高
い
橋
を
表
現
し

て
い
ま
す
。

�
公
用
で
は
「 

」
で
は
な

く「
梁
」を
使
い
ま
す
�

　

３
月
号
で
も
お
知
ら

せ
し
ま
し
た
が
、
高
梁
の

「
梁
」
は
�
梁
�
が
正
字

で
� 

�
は
俗
字
と
な
り

ま
す
。
今
か
ら　

数
年
前

２０

ま
で
は
、
高
梁
駅
構
内
の

表
示
や
国
土
交
通
省
（
当

時
は
建
設
省
）
の
標
識
、

バ
イ
ク
の
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
市
内
の
看
板
な

ど
、
標
識
の
半
分
以
上
は

� 

�
を
使
っ
て
い
ま
し

た
。
書
道
で
は
、
古
く
か

ら
省
画
と
い
っ
て
� 

�

で
代
用
し
て
い
た
た
め

� 

�
が
俗
字
と
し
て
広

ま
っ
た
よ
う
で
す
。
決
し

て
間
違
い
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
公
用
で
は
正
し

い
字
を
使
う
こ
と
が
望

ま
し
い
と
改
め
ら
れ
、

「
梁
」
の
字
を
使
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

 

企
画
課
公
聴
広
報
係


